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少子化対策事業の財源を確保するため、
令和8年4月分から、全ての医療保険に
おいて、子ども・子育て支援金が上乗せ
されます。
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子ども・子育て支援金制度のこと…こども家庭庁コールセンター　☎0120-303-272
国民健康保険のこと…………………国保年金課　賦課担当　☎0545-55-2752
後期高齢者医療制度のこと…………国保年金課　高齢者医療担当　☎0545-55-2754

▲�詳しくは▲�詳しくは
　こちら　こちら

国民健康保険と後期高齢者医療制度の支援金額（年額）

国民健康保険 後期高齢者医療制度

所得割額 0.3％ 0.25％

均等割額 2,100 円 1,400 円

賦課限度額 3万円 2万 1,000 円

※18歳以上均等割額130円を含む。18歳になる年度末まで全額免除。
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が始まりますが始まります
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